
小田切萬壽之助と中国

于 乃 明(台 湾政治大学)
YuNai-Ming

一・、問題 関心一 研究 の範 囲

小田切萬壽之助(1868-1934)と は誰か、彼 を直接見知っている人は、ほとんど鬼籍に入 り、

今やほとんどいまい。私が小田切に特に注目するようになったのは、19世紀から20世紀初めの、

上海總領事時代の小田切萬壽之助であった。彼は義和団事変の際、劉坤一や張之洞 とともに東南

互保を策 し、中国近代史上の影の人物として登場 していた。また漢冶萍公司への借款に力を注い

だこと、 また後のことになるが 日本東洋文庫中のモリソン文庫 を設けたことで も知られてい

る(註1)。さらに、中国の経済的発展に尽 くしたのみならず、文廷式らの変法運動を助けたことで

も、文化事業に尽 くしたことでも知 られている。

しかし、この小田切に対する研究は、日本では、日本近代史、中日関係史の一齣においてよく

研究 されなが ら小田切萬壽之助 を研究 した専門論文、専門研究は皆無のようである。

私のこの研究は、この断片的にしか知 られていない小田切萬壽之助の全生涯を歴史学的に辿る

こと、特に日本の国内事情、政府首脳の考え、現地外交官の考え、さらに明治日本と対峙の関係

にあった中国一清朝の政治状態、政府高官の考えなどをも考察の対象に含めながら、このほとん

ど知られていない小田切の生涯を明らかにすることである。しかし、この発表では小田切萬壽之

助の生涯のうち、外務省の上海総領事時代で終える。つまり、彼の生涯の半ばまでを扱う。よく

知られた盛宣懐 と漢冶萍借款問題は小田切の後半生に属する。

二、中国への関心一若 き小田切

小田切萬壽之助 は、米沢藩士小田切盛之進盛徳の長男として、明治元年(1868)1,月25日 、米

沢藩に生まれた。父親の小田切盛之進盛徳は旧藩士でありながら、小さな寺小屋を営む余 り有名

ではない小学者のようである(註2)。

幼少年時代はこの時代の旧藩士の弟子が皆そうであったように家塾で、儒教古典四書、五経を

学んで十歳前後には興譲館の後身米沢中学校 に入学 し、ここで 「秀才の譽を博」する。彼は成績

優秀なる人物 として14歳 の時、東京遊学の機会を与えられる。東京で小田切は米沢藩士の作った

興亜会支那語学校 に入学し(註3)、彼はこの興亜会支那語学校に通 うかたわら、斯文会においてさ

らに漢学を修めた。興亜会支那語学校 と斯文会を一年で終え、彼はさらに東京外国語学校に入学

する。つま り、明治15年4,月 から同17年7,月 まで、2年 余 りここで、専門的学問的に中国語を学

ぶ。そのうち、明治17年(1884)9月 から北京に留学 している(註4)。小田切がおそらく誰よりも

早 く北京留学を決意 したのはなぜであろうか。それは明治19年彼が書いた 「清国貨幣総論」に結

実する。活きた現実の経済や政治の動きに興味を持ったためではなかったろうかと推測される。
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1885年11月2日 小田切は父親の訃報に遭い、一時帰国する。 しかし彼は中国に於いて勉学を続け

たいと考えていた。そこで帰国後外務省宛に、明治19年2,月22日 「清国留学生」に志願 したいの

で私を試験 してくれと、異例の懇願書を提出したのである。小田切19歳 のときのこと、その文書

は次のようである。

私儀御省(外 務省のこと)留 学生志願二付御試被成下度保証人連署此段奉願候也。明治十九年

二月二十二日 小田切萬壽之助、結局はそれはOKに なった。か くて小田切は 「清国天津留学生」

として再び中国の地を踏む。また20歳前後の小田切の論稿 「清国貨幣総論」(註5)は述べる点で誠

に興味深いものがある。漢学素養の深い若冠20歳 の小田切が生きた中国語を学び、ついに中国の

「貨幣」に注 目して堂々萬言に及ぶ論文を書 き上げた。小田切がのち、「経済」方面にその実力

を発揮する素地が、ここ20歳の時に早 くも見られることに注目したいのである。この論文を見た

あとでは、一人の立派な若 き経済学者、経世家の出現であることを確認 しうるであろう。

三、杭州領事時代一杭州居留地を設置する

小田切は明治20年12,月9日 留学生のまま、仁川領事館の書記生に命ぜ られ、その後、明治24年

9,月7日 桑港領事館書記生、同28年紐育在勤を歴任。明治29年(1896)6月 清国杭州二等領事に

任命された。彼が急遽アメリカから帰朝を命ぜられたのは日清戦争後、中国(清)に おける現実

的な処理すべき事柄が山積 していたからである。日清戦争の結果、下関条約によって日本は中国

侵略の足がか りとして、「新開港場二於テ日本居留地」を設定 しようとしていた。この難 しい交

渉に小田切が起用されたのである。29歳 の若 き小田切が清朝の官僚を相手に、どのように交渉を

行ったか、また交渉のときの小田切の態度、小田切の交渉のや り方は、外務省外交資料館所蔵 「支

那各地帝国専管居留地設定一件(杭 州)二 」によく出ている(註6)。外交官小田切の外交術 といっ

たものを取 り出して見たい。

第一に彼の 「外交術」は、交渉の相手を 「一旦死地二陥シ而シテ後一条ノ活路 ヲ与へ」と威嚇

と懐柔、飴と鞭の巧みな使い分けを意図的に行っていることである。彼は自ら言う。「我二於テ

ー歩モ退カサルモノナレ砺色疾呼シテ彼ノ請求ヲ拒絶セシ上
、続ケテ緩和ナル語調 ヲ以テ……尋

ネル……」という。

第二に小田切は中国官人との私的なルー トを通 じて、相手方の状況を正確に把握 していたこと

である。彼の書いた報告書中に 「去ル5月11日 夜洋務局員来館ノ際巡撫幕賓ヨリ伍 「桂生」二与

ヘタル書面ヲ携帯シテ小官二示セリ」 とある。

第三は、小田切は清朝の内政 と地方のコミュニケーションの悪さ、組織上の欠陥を見抜いてい

る。「清国内政ノ組織上画一ノ手続ナキ」ことが、問題や事件の処理を大幅に遅 らせていると見る。

「居留地事件ノ終結遅延セシ原由許多アル ト雖 トモ主因ハ全テ此一点二存スルモノト断言シテ差

支無之事被存候」というのがこれである。

この難 しい交渉を二ヶ月ほどの問に成功させて しまう。若 くて、有能な外交官、小田切の中国

での初仕事は見事に成功する。これこそ彼の外交術の勝利にあったといえよう。明治30年5月 で

の交渉相手は督弁布政使司運祖翼、督弁海関道王祖先 と襄弁侭先補用道伍桂生に代わっている。

浙江巡撫廖壽豊や按察使聶緝槻 は李鴻章によって 「洋務二習熟セサル者」とみなされ、革職され

たようである(註7)。
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四、上海総領事代理時代

1.台 湾及び福州間海底電線収購する

小田切が上海総領事代理時代に記すべき事績が一つある。それは明治31年(1898)12月7日 、

清国との問に台湾福州間海底電線買入契約書を調印したことである。台湾福州問海底電線が問題

になるのは日清戦争後のことである。小田切が台湾福州海底電線買入する際、種々な困難を排 し

て協議を整えた。交渉の相手は電報局事務督弁盛宣懐である。問題は清国政府当局者の中に反対

者がいただけではなく、清国以外に、当時清国の電信事業に力に注いで、大きく利益 を博 してい

た抹国(丹 麦)の 大北電信会社のほうももちろん日本の台湾福州問海底電線買収の件に強 く反対

した。結局、日本外務大臣青木周蔵の言うように 「今ヤ其効ナク会社(大 北電信会社)ヲ シテ殆

ント呆然タラシメタルモノ蓋シ其(小 田切)機i敏 卓抜ノ行為二因ルモノ」にして、小田切は1895

年6,月 から已に提起されたこの台湾福州間の海底電線の問題を彼の 「注意周到二当リ敏捷ナル能

ク其時期ヲ図リ斡旋尽力速敏二協議ヲ遂」けたる。その海底電線買入仮契約書 も小田切自身で作 っ

たもの(私 議案)で ある。それを基礎にさらに盛宣懐の意見を加えて、1898年12月7日 、双方台

湾福州間海底電線契約に調印した。その功 により、小田切は明治32年(1899)5,月13日 勲六等 を

授けられている(註8)。

2.文 廷式を援助する

小田切は文廷式 という人物を高 く評価 している(註9)。小田切は中国の改良派に対 して同情の態

度を取った。それは当時日本総理大臣と外務 を兼任 していた大隈重信の改革派の政治改革に同情

するのと一致していた(註10)。文廷式は小田切の協力によって明治33年(1900)2月 日本への渡航

を実現する。文廷式の日本滞在中のあ りさまは彼が書いた 『東遊 日記』に詳 しく記 している(註11)。

五、総領事 とな り、日清通商航海条約改訂などに尽力する

明治35年(1902)1月10日 上海総領事 になるまで、小田切がすでに上海にほぼ四年七ヶ月長い

期間滞在 した。この間、特に記すべき事績は日清両国間の追加通商航海条約調印にあると思われ

る。

明治34年(1901)9月7日 清国北京に於いて、 日本(小 村寿太郎)の ほか十ケ国全権委員と清

国委員との問に最終議定書が調印された。その中の第11条 に 「清国政府ハ外国政府が有用と認ム

ル通商及航海条約 ノ修正並二通商上ノ関係ヲ便利ナラシムル為メ其ノ他ノ通商事項二関シ商議ス

ベキコトヲ約諾シタリ」とある。その前に日本外務省は明治33年(1900)10 ,月から日本帝国政府

の要求すべき利権に関し、在清国各領事の意見を広 くもとめている。各領事から一番多くそして

具体的に意見を出 しているのは在上海総領事代理小田切萬壽之助である。おそらくそれによって

小田切は明治35年(1902)4月8日 日清通商航海条約改訂委員に任命されたのだろう。1年4ケ

月ほどの会談を経て、ようや く調印のはこびとなった日清両国間追加航海条約は日本政府が提示

した最初の8ヶ 条(註12)から、小田切の作成 した11ケ 条(註13)まで、もちろん英国や米国との条約 も

参考にしたところもあるし、ある程度、清国に譲歩 したところもあるが、しか し、いずれにせよ、

明治33年(1900)10月 に小田切が清国に於いて獲得すべ き利権として示 した意見(註14)が、この追

加通商航海条約の骨子 となっている。新進気鋭の外交官、小田切の姿がその条約の条項中の文面
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に躍 如 と して い る 。

上 述 条 約 の 談判 に わ た って 、 日本 側 は終 始 、 盛 宣懐 をそ の 会 談 の も っ と も信 頼 で きる相 手 と し

て選 ん だ こ と はた いへ ん注 目に値 す る。 この あ と、 小 田 切 は この 盛 宣懐 を相 手 と して 、 漢 冶 萍煤

鉄廠 鉱 の交 渉 を進 め る こ とに な るが 、 そ れ につ い て は、 また 別 の 機 会 に 譲 らな け ね ば な らな い 。

〔注 釈 〕

(註1)榎 一雄 「モ リソン氏 と小 田切萬壽之助 と一 財 団法人東洋文庫設立五十年記念 に因 んで 」東洋

文庫報、1975、95-102頁;『 石田幹之助著作集4、 東洋文庫 の生 まれ るまで』六興出版 、1991。

(註2)上 倉裕二編 『山形県教育史』(山形県教育所、1952)に 、旧米沢全体 の生徒数30名 以上の 「家塾」「寺

小屋」の一覧表があ る。 しか しこの中には小 田切姓 の 「家塾」や 「寺小屋」 は発見で きない。 また、

登坂 又蔵編の 『米沢市 史』(名 著 出版、1953年 、 これ の初 版 は1944年 で ある)も 、藩校 や私塾 の章

の中にも小田切盛 之進盛徳 の名は発見 で きない。

(註3)小 田切萬壽之助 の小伝が 六つあ り、彼の略歴 を知 るための基本資料で ある。 ここで は参考 のため、

『大正人名辞典』(1918年 、第4版 、東洋新報社)の 部分 だけを出 してみ る。

(前略)

「君は即 ち小 田切盛徳氏 の長男 として明治元年一月二十五 日を以 て此地 に生 る、天資敏捷 活溌、郷

黌 に学 び秀才 の譽 を博 し後東京に出て外務省に奉職 し、明治十 九年天津 に留学 を命ぜ らる、翌年領

事館書記生 に転ず 、敏i捷なる君は駐清公使の信任 を博す るのみな らず 、又清 国の事情 に通暁す るに

至 りたるを以 て二十 九年 には二等領事 とな り杭州府在勤 を命ぜ られ、又三十一年 には一等領事 に進

み而 して三十五年遂 に総領 事 に栄進 して上海 に在勤す 、已 に 日清戦役 に大捷 を獲 たる帝国 は爾来対

清貿易 に甚 大の好影響 を与ふ るのみ ならず、特 に南方支那 の貿易 に至 りては 日進 月歩 の盛況 を告 ぐ

るを以 て、領事 としての君 は此間 に斡旋 して非常 の功 を樹」 てた り。

なお、本 山幸彦編 『明治前期学校成立史』未来社 、1965年 、405頁 。 『近代中国 と中国』上、竹内好、

橋川文三編 、126-128;『 対 支回顧録』下巻 、418-419頁 な どを参 照。

(註4)外 務省外交史料館所蔵 清国へ本省留学生派遣雑件(自 明治十八年至三十三年 二十門一函五区)

「明治十四年四月 ヨリ十五年三月迄興亜会支那語学校 二於 テ支 那語学 修業並 二斯文 会二於テ漢学修

業同年四月 ヨ リ同年九月 ヨリ同十八年十一月迄清 国北京二留学支 那語学修業」

(註5)以 下、彼 の書いた 「清国貨幣総論」の内容 を示す。前掲外務省外 交資料館所蔵 「清 国へ本省留学生

派遣雑件」 に収め られてい る。

第1節 、この節、短 く中国 の貨幣の歴史 を説 く。

貨幣の鑄造は3千4、5百 年前 に して周の太公望 は九府 圓法にて銭制 をしき、以後 これが基本 とな

る。明の正統以 後は租 税 は全て銀納 とな り、清 は銀 と銅 が通用 している。紙幣は宋の紹興年 間に濫

觴 し、元の鈔に至 って盛行す る も、中断す。清の道光年 間に至 り鈔の10便 をあげて これ を行 なわん

とす るも実行 されず、長髪賊の と き銀鈔、銭鈔が行われたが、広 く流布することな く廃 された。

第2節 、「成形 の銀貨」の利あ るを言 う。清 に法律上一定 の成形貨幣 なきが為に、外商 の苦情百端す。

そ こで各国公使 が清国政府 に忠告 し、李鴻章 も賛成す るが、上海招商局總弁唐 景星が外商 に利 ある

のみ、従来通 りで よい と言 い、結局李 も動か され成形 貨幣製造の話 は さたやみとなる。「清 国漫遊記」

なる書に も中国で成形貨幣 を作 れば 「偽造 ノ弊大 イニ起」 らん と警告 し、米人 ウイリヤ ムス氏 も清

朝 に 「偽造 ヲ厳禁 スル権」 な きが故 に 「正貨」 は不可 とい う。

小 田切 は以上の節 を紹介 しつつ 、 この3節(唐 氏以下)が 、いずれ も 「従来の ままが よい」 とい

うだけで、その 「従来の まま」 にひそむ弊害 に論 及 していないのが欠点であ る(鋭 い見方で ある)

とい い、小田切 はその弊害 を5つ あげる(銀 貨 は偽造 可能であ る、銀貨 は等差があ る、秤 に各種あ

り、銀商 に利 あるのみ、銀形 不同)。 従 って もし清朝が 欧米 各国の如 き成形銀貨 を作 れ ば、上の如

きの5つ の弊害はな くな り、支那 人民 の益 はます ます大 とな ろうといい 「成形的銀貨の利 あるを主

張」 して詳 しく具体的 に説 く。

第3節 、清の銅 銭 について論ず る。清 の銅銭 は長 髪賊 の乱か らす くな くな り(原 文 には 「其後乱 ノ

N-50



平 ラゲ ルニ及 レデ ……銅銭ハ依然其数 ヲ増加セ ルニ ヨ リ」 とあるが、前後 の文脈 か ら推 して、明 ら

か に 「増加 セザルニ ヨ リ」 とな らねば ならぬ)、 弊 害が多 くなる。そ の理 由は第1に 奸商 の銅銭 の

買 い占め第2に 私鑄の弊が多 くなる。 に もかか わらず、清国政府 はこれを放 置 している。 この2つ

の害 は北支に最大であ り、第2の 害 は北京 に最大 の影響 を与 えている。

そ こで、戸部 も大急 ぎで、鑄銭 を計画 中であ る とい うか ら、やが て、好転 しよう、その場 合、銅 の

生産量 は雲南が最大、次 いで 日本銅であ る といい、以下 「日本銅 ヲ需要 スル大 ナ リ トス」 とい って、

1885年 と1886年 度の清 国の銅輸入高 を海 関報 告に よって表 に示 している。

第4節 、この節で は結論 として 「交換 紙幣」 の利 を詳述 している。「信 用」が成立 して いれば、貸

借 の帳簿が行 なわれて 、現金 で売 買す るの煩雑 を省 き、為替手形 を発行 して現金 を輸送 する危険 を

断 つ、振 出手形 、交換紙幣 を発行 して 「金銀 ノ融通 ヲ補助 ス」。特 に、 「交換紙幣 が金銀貨 幣 ヲ代 表

シテ世 間二流通 シ、資 本 ヲ増 加シ、生 産 ヲ進捗」す る。 か くて 「交換紙幣 ノ功用 ハ金銀貨 ノ及バザ

ル所」 と結論 ずける。 しか し、小 田切 は次 のよ うに、その 「害」 を言 うの も忘 れないでいる。それ

は官立銀行 や民立銀行 が一歩誤 って交換 義務 を尽 さざる ときは、民立銀行 は倒 閉 して、資 本家の失

敗 、生 産者 の損害 をもた らす こと、 これ である。 といってい くつ かの具体例 をあげる。清 の 「銀行

銭舗条例」によって銭舗は賄賂に よって乱立 し、紙 幣 を濫発 し、「奇利 を博 し」て逃亡す る例が多い。

上 海の阜康銀行 の倒弊の例 も、つ ま りは 「紙 幣の濫発」に外 な らない。か くて、「銀行二対 スル信用」、

「政府 二対 スル信用」が全ての前提 とな るべ きであ るの に、「支那官吏」の 「賄賂 ノ為二動 カサ レル」

現状 か らすれ ば、事態の改良 を 「数年 ノ間二望ム可 カラザルナ リ」 といって、論 を終わ ってい る。

(註6)以 上の引用資料 は外務省外 交資料館所蔵 「支那各地帝 国専 管居留地設定一件(杭 州)」 自明治30年

至 明治39年 請求番号 は3、12、2、32で ある。 明治30年(1898)5月14日 、杭 州の小田切領事 よ

り外務大 臣大隈へ 「杭州我居留地追加取 極書二関スル交渉情 形具申」 と題す。

(註7)事 実浙江巡 撫廖壽豊 は光緒24年(1898)11月18日 には革職に なってい る。「病免」 とい う理由であ

るが、李鴻章に よって革職 されて しまったのである。銭実甫 編 『清季 重要職官 年表』 北京中華書局

1959年 、209頁 。

(註8)外 務省外交資料館所蔵、外務大 臣子爵青 木周 蔵、逓 信大臣子爵芳川顕正 よ り明治32年(1899)2月

17日付 、内閣総理大臣侯爵 山県有朋宛の上奏文。

(註9)『 日本外交文書』、第31巻 、第1冊 、715-717頁 を参照。

曰 く:「 同国江西省萍郷 ノ人文廷式ハ学 問二遽ク見 聞二富 ミ当国士林間推重セ ラレ仕官 シテ翰林院

侍読学士 二升 リ皇帝 ノ師範役 ヲ被命候 ……」。

「斯 クテハ人道 ノ大義 ヨリ黙視ス ル能ハサル ノミナ ラス同人 ノ存亡ハ多少清国将来 ノ気運ニ

モ関係 ヲ有 スル……」

「同人(文 廷式)二 対 シ相当の保助 ヲ与 フルハ国交 ノ上将来大二稗益 アルハ小官 ノ確信 シテ

疑 ワサル所 二有 之候」

(註10)大 隈候八十五年史編纂会 『大隈候八十五年史』=、1939年 、310-311頁 、春畝公 追頌会 『伊 藤博文傳』

下巻、1943年 、397-398頁 、また小 田切 の変法へ の所感 につ いては 『東洋文庫15年 史』1939年 、397

頁等 を参照。

(註11)趙 鉄寒教授編(全 十冊)『 文廷式全集(一)』 大華 印書館 、1969年 の 『東遊 日記』 の項に よる。

(註12)以 下 の8項 目は 日清通商条約 改訂 に関す る 日本政府か らの原案 である。

『日本外交文書』、第35巻 、257-258頁 。

第一 清 国政府ハ本書調 印ノ 日ヨリ六個 月後ハ清国へ輸入 スル 日本 国生産物 品及 日本 国臣民 ノ輸入

スルー切 ノ物 品二対 シ両締約 国間二約定セ ラ レタル輸入税 ヲ徴収 スルノ外釐金税落地税 其他

一切 ノ内地税通過税 及手 数料 ノ徴 収 ヲ免除ス ルコ ト但 シ免税 二関 スル規則ハ 別二之 ヲ議 定ス

ヘ キコ ト

日本 国政府ハ前項 ノ免税実施 ノ日ヨリ石炭、綿 糸及綿布 ヲ除ク外清 国へ輸入 スルー切 ノ日本

国生産物 品二対 スル輸 入税率 ヲ現 実五分率 二基 キテ定 メラ レタル額 ノニ倍 二増加 セルコ トニ

同意 スヘ キコ ト但 シ右増 率ハ他国二於 テ之 二同意 セザル間ハ 日本 国生 産物 品二対 シテモ之 ヲ
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実行セサル コ ト

清 国政府 二於 テ第一項 二掲 クサ ル免税 二関スル規定 ヲ確実完全 二実施 セサ ル トキハ 日本国政

府 ハ何時ニテモ本条 ノ規定 ヲ取消 シ 日本国生産物 品二対 スル輸入税 ヲ原率二復スルヲ得ルコ ト

第二 前 条 ノ規定 ノ実施二至ル迄清 国政府 ハ左 ノ条 条 ヲ約諾 スルコ ト

ー
、清国政府 ハ明治二十九年七月二十一 日北京二於 テ調 印セラ レタル 日清 通商航 海条約第十

一条又ハ第十二条二依 リ抵代税 ヲ払セ タル輸入物 品又 ハ輸出物品二対 シ該物 品 ノ消費者

ノ手二達 シ又ハ輸出港二達ス ル迄釐金税落地税其他 一切 ノ内地税及通過税 ヲ徴収セサ ル

ハ勿論清国官吏二於テ保証金其他 ノ名義 二於 テ該物 品 ノ輸出入及通過二関 シ妨害 ヲ加 フ

ルヲ禁断スヘ ク右物品 ニシテ清国臣民 ノ所有二帰スル場合二於テモ亦 同様 トスルコ ト

清国官吏右 ノ規定二違反 シタル トキハ清 国政府ハ之 ヲ厳科二処 シ決 シテ仮借セサ ルヘ キ

コ ト

ニ、清 国政府ハ 尚速 二清 国官庁 ヲシテ各 地方 ノ釐金税落地税其他 ノ内地税及通過税率 ヲ確定

公示セ シムヘキ コ ト

第三 清国政府 ハ清 国内河 ヲ航行 スル 日本国船舶 ノ便利 ノ為 メ発着港 及各立寄港 二於 テ其 営業上必

要ナル碼頭、店舗、物揚場 及倉庫 ノ設置 ヲ許 スコ ト

第四 清国政府 ハ内河 ノ航行二適スル 日本国外洋航行船舶 力相 当 ノ手 続 ヲ履行シ タル後清 国内河 ヲ

航行スルコ トヲ許 スコ ト

又清国政府ハ内河航行 日本船舶 カー ノ清国 開港 ヨリ内河 二入 リ更二他 ノ清国開港二航行 スル

ヲ許ス コ ト但 シ右船舶 ノ取締二関 スル規定ハ別二之 ヲ議定スル コ ト

第五 清 国政府ハ本書調印 ノ 日ヨ リ六個 月以 内二直隷省北京府、盛京府大東溝、湖南省長沙府及江

西省南昌府 ヲ開港又 ハ開市 トナスヘキ コ ト

第六 日本国 臣民ハ外国通商 ノ為 メ現 二開カ レ若 ハ将来開 カルヘ キ清国 ノ港市内 二於 テ何 レノ部分

ニモ居住 シ商工業製造業 ヲ営 ミ其他一切合 法 ノ職業二従事 シ且 ッ之 力為二必要 ナル土 地 ヲ借

受 ケ及建物 ヲ借受 ケ若ハ所有 スルコ トヲ得 ルコ ト

第七 清 国臣民 力 日本 国臣民 ト組合 又ハ会社 ヲ組成 スル場合 二於 テ清 国臣民其約定 シタル出資 ヲ支

出セサ ル トキハ清国政府 ハ必 要ナル手段 ヲ取 リ其義務 ヲ履行 セシムヘ キコ ト

第八 清国政府 ハ清 国臣民 力 日本国臣民 ノ有スル登録商標 ノ侵害 ヲ禁遏 スル為必 要ナル取 締規則 ヲ

設ケ成実二之 ヲ執行スヘキ コ ト

(註13)『 日本外交文書』 第35巻 、274-275頁 を参照。

小 田切が 自ら条約改正案 を作 り、内容 は次の11点 が あ るがその中、第一、第二の一、そ して第六 は

省略 されている。以下、小 田切の原案 を全文示す。

第二 の二 清国政府ハ尚ホ速 カニ清国官庁 ヲシテ各 地 ノ釐金税落地税其他 ノ内地税及通過税率(並

二右等徴税 局所在地)ヲ 確定公示セ シムヘ キコ ト

第三 清国政府ハ清国内河 ヲ航行 スル 日本 国船舶 ノ便利 ノ為 メ発着港及立寄港 二於 テ其営業上必要

ナ ル碼頭、店舗 、物揚場及 ヒ倉庫 ノ設置 ヲ許 スコ ト

(清国政府ハ又 日本船舶業者 力清 国ノ海関 ノ承認 ヲ経テ揚子江 ノ宜 昌 ヨリ上流 二於 ケル急流

引上 ケニ必要ナル設備 ヲ為 スコ トヲ認許 スルコ ト

第四 清 国政府ハ 内河 ノ航行 二適 スル 日本国外洋航行船舶 力相 当ノ手続 ヲ履行 シ タル後清 国内河 ヲ

航行 スル コ トヲ許スコ ト

又清 国政府ハ 内河航行 日本船 舶カー ノ清国開港 ヨ リ内河 二入 リ更 二他 ノ清 国開港 二航 行スル

ヲ許 スコ ト但 シ右船舶 ノ取締 二関スル規定 ハ別二之 ヲ議 定シ(随 時改正 スヘ キコ ト)

第五 清 国政府ハ本書調 印 ノ日ヨリ六個月以内二直隷省 北京府、「盛 京省奉天府」、盛京省大東溝、

湖南省長沙府、「湖南省常 徳府」江西省南 昌府 、「安徽省安慶府、江西省湖 口、広東省恵州府、

江 蘇省蘆渓港(通 州)、 四川省成都府 、四川省 叙州府、浙江省 衢州府」 ヲ開港又 ハ開市 トナ

スヘキコ ト

第七 清国臣民力 日本国臣民 ト組合又ハ会社 ヲ組成 スル場 合二於テ清国臣民其約定 シタル 出資 ヲ支
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出セサ ル トキハ清 国政府ハ必要ナル手段 ヲ取 リ其義務 ヲ履行セ シムヘキコ ト

(日本国政府 ハ右組合又ハ会社二向 テ約定 シタル出資 ヲ支出セサル 日本国臣民二対 シ同様 ノ

手段 ヲ取 リ其義務 ヲ履行セ シムヘキ コ ト)

第八(日 本国政府ハ清国臣民 ノ所有二係 ル商標 ノ侵 害二対 シ保護 ヲ與 フルニ ヨ リ)清 国政府ハ清

国臣民 力 日本国臣民 ノ有 スル登録商標 ノ侵害 ヲ禁遏スル為メ必要ナル取締規則 ヲ設 ケ成実二

之 ヲ執行 スヘ キコ ト

清 国政府ハ又清 国語 ヲ以 テ編成 シ特 二清 国人 ノ使 用二供スル為 メ作 リタル書籍地 図及 ヒ其他

ノ著作 二対 シ 日本 国臣民 ノ有 スル版権 ヲ清国臣民二於テ侵害スル コ トヲ取締 ルヘキコ ト

第九 清国政府ハ其現行貨幣制度 ヲ改革 シ本条約調 印 ノ日ヨリ五 力年以内二全国統一 ノ貨 幣ヲ設備

スヘキ コ トヲ約ス右 ノ貨幣ハ全国 内二於 ケル唯一 ノ法貨ニ シテ 日清両国 臣民ハ等 ク之 ヲー切

ノ租税若クハ他 ノ債務 ノ弁済 二用 フルコ トヲ得ヘ キコ ト

清国政府ハ又其現行度量衡制度 ヲ改革 シ本条約調印 ノ日ヨリ三 力年 内二全国統一 ノ度量衡 ヲ

設備スヘキ コ トヲ約 ス右 ノ度量衡 ハ国内唯一 ノ公正度量衡ニ シテ 日清両 国臣民ハ等 ク之 ヲ公

私 ノ別ナ クー切 ノ取引二用 フルコ トヲ得ヘ キコ ト

第十 清国政府ハ米穀 ノ国外輸 出二対 スル現行 禁令 ノ廃撤ハ遂 二清 国ノ利益 二帰 スヘキコ トヲ認ム

ル ト雖モ米価騰貴 ノー般 国民 二及 ホス影 響 ヲ慮 リ目下該禁令 ノ全廃 二同意 スルコ ト能ハス最

モ 日本 力曽テ友誼慈心 二動 カサ レ山西省 二於ケ ル飢饉地方 ヲ接済 セ ン為 メ 日本ノ米穀 ヲ贈与

シタル好誼 アルニ ヨリ日本 ノ凶年 若 クハ米穀缺乏若 クハ其他 ノ事故 二由 リ非常 ナル米穀 ノ需

要 ヲ生 シタル場合 ニハ清 国政府ハ 日本公 使若 クハ領事 ノ請求 二応 シー時米穀 ノ輸 出 ヲ解 禁ス

ルコ トヲ承認スル コ ト

第十一 清 国政府ハ 日本 国政府 ノ正 当代 表者 ト協議 ノ上清 国内地 ノ外 国貿易 ノ開展 二便 利ナル地方

ヲ指定 シ 日本 国臣民 ヲシテ何等 ノ障害 ヲ受 クルコ トナク又何等 区別 アル税 ヲ課 セ ラルル コ ト

ナクシテ右等 ノ地方 二於テ居 住商工業若 クハ其他合例 ノ事業 ヲ営 ム為 メ土地 家屋 ヲ租借 シ若

クハ所有 セシムヘキコ トヲ承 認ス最モ右等地方 二居住営業 ヲ許サルヘキ 日本国臣民ハ必ス最

寄開港場 二駐在 スル 日本領事 ヨリ特二発給 シ タル旅券 ヲ携帯 スヘキモ ノ トス右 等地方二居住

スル 日本 国臣民 ノ行 為二対 シ清国地方官 ヨ リ苦情 ノ申出アル トキハ 日本領事 ハ猶豫 ナ ク之 ヲ

審査 シ法 二従 テ処断 スヘキ コ ト

(註14)外 務省外交史料館所蔵 「義和団事変二関 スル在 同国帝国領事 ノ意見雑件 自明治30年 至明治33年 」

に収め られている。

小 田切が外務大臣加藤高明 に宛て た清国 に於 いて獲 得すべ き利権 に関す る意見書。以下 はその要点

だ けをまとめてみよう。

(1)要市開放二関スル件

(前略)

(五)湖南省 ノ長沙、湘潭 、常徳 、江西省 ノ湖 口鎮、安徽省 ノ安慶 ヲ開放 シテ開港場 トナスコ ト

(2)内河水運二関スル件

(J)内河航行汽船 ノ寄港場 二営業上必要 ナル碼頭、店舗 ヲ設置 スルコ ト

(下略)

(3)悪税廃止及税率等 二関スル件

←)抵代 税、沿岸貿易税 、固有 ノ関税、釐金、落地税等 ノ悪税 ヲ全廃 シ海外貿易輸 出入税 、地税等

ヲ増率 シ且 ツ営業税 ヲ新設スルコ ト

(下略)

(4)雑件

(前略)

vv指 定 セル内地各都 市二於テ本邦人ハ管轄領事 ノ許可 ヲ得 テ学校 ヲ設 ケ商工業 ヲ営 ミ且 ッ必要 ナ

ル地所家屋 ヲ租借 スル コ ト

(下略)
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